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善
無
畏
訳
経
軌
に
お
け
る
五
字
厳
身
観
に
つ
い
て

小

崎

良

行

抄
録

　

本
稿
は
「
伝
善
無
畏
訳
」
と
称
さ
れ
、
日
本
へ
将
来
さ
れ
た
経
軌
に
注
目
し
た
。
こ
れ
ら
の
多
く
に
説
か
れ
る
観
法
に
五
字
厳
身
観
が
あ

る
。
五
字
厳
身
観
は
『
大
日
経
』
に
説
か
れ
る
観
法
で
あ
る
が
、『
大
日
経
』
由
来
の
「
伝
善
無
畏
訳
」
経
軌
に
お
い
て
、
独
自
の
展
開
を

遂
げ
た
記
事
が
見
ら
れ
る
。

　

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
展
開
の
う
ち
、『
大
日
経
』
か
ら
『
大
日
経
』「
供
養
法
」、『
大
日
経
』「
供
養
法
」
か
ら
『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』

の
記
事
の
考
察
を
行
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
漢
訳
経
軌
成
立
事
情
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
、
は
じ
め
に

　

善
無
畏
（
六
三
七
～
七
三
五
）
は
開
元
四
（
七
一
六
）
年
に
、
長
安
に
入
り（
１
）、
開
元
二
三
（
七
三
五
）
年
に
入
寂（
２
）す
る
ま
で
の
在
唐
二
〇

年
間
の
う
ち
に
、『
虚
空
蔵
求
聞
持
法
』
一
巻
（『
大
正
蔵
』
一
一
四
五
番
）・『
大
日
経
』
七
巻
・『
蘇
悉
地
経
』
三
巻
（『
大
正
蔵
』
八
九
三

番
）・『
蘇
婆
呼
童
子
経
』
三
巻
（『
大
正
蔵
』
八
九
五
番
）
の
翻
訳
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、『
開
元
録
』
や
『
貞
元
録
』
と
い
っ
た
中
国
の

経
録
に
入
蔵
し
て
い
る
の
も
こ
れ
ら
四
部
一
四
巻
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
善
無
畏
の
訳
出
及
び
そ
の
撰
述
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
他
、
二
十
一
部
三
十
一
巻
あ
る
と
さ
れ（

３
）、

日
本
に
将
来
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
へ
の
将
来
が
記
録
さ
れ
て
い
る
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
中
国
の
記
録
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い（

４
）。

よ
っ

て
そ
う
い
っ
た
「
将
来
録
の
み
に
記
録
さ
れ
て
い
る
経
軌
」
は
、「
伝
善
無
畏
訳
」
と
し
て
日
本
に
将
来
さ
れ
、現
存
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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さ
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
善
無
畏
は
『
大
日
経
』
の
翻
訳
を
行
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
注
釈
書
で
あ
る
『
大
日
経
疏
』
を
残
し
た
。

『
大
日
経
』
由
来
の
胎
蔵
法
に
お
い
て
、
重
要
な
行
法
の
一
つ
に
五
字
厳
身
観
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
観
法
に
関
連
す
る
記
事
は
『
大
日
経
』

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
先
述
し
た
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
伝
善
無
畏
訳
」
の
経
軌
に
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。

〇
善
無
畏
訳
あ
る
い
は
伝
善
無
畏
訳
の
五
字
厳
身
観
に
関
連
す
る
記
事
を
記
す
経
軌

・『
大
日
経
』
前
六
巻

・『
大
日
経
』「
供
養
法
」「
持
誦
法
則
品
」

【『
大
日
経
』
前
六
巻
の
注
釈
書
】

・『
大
日
経
疏
』（『
大
正
蔵
』
一
七
九
六
番
、
具
名
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
経
疏
』）

※
な
お
、『
大
日
経
疏
』
は
善
無
畏
口
説
、
一
行
（
六
八
三
～
七
二
七
）
記
で
あ
る
。

【『
大
日
経
』「
供
養
法
」
の
類
本
】

・『
要
略
念
誦
経（
５
）』（『
大
正
蔵
』
八
四
九
番
、
具
名
『
大
毘
盧
遮
那
仏
説
要
略
念
誦
経
』）

【『
大
日
経
』「
供
養
法
」
の
注
釈
書
】

・『
不
思
議
疏
』（『
大
正
蔵
』
八
五
〇
番
、
具
名
『
大
毘
盧
遮
那
経
供
養
次
第
法
疏
』）

※
な
お
、『
要
略
念
誦
経
』
は
菩
提
金
剛
訳
と
さ
れ（
６
）、『
不
思
議
疏
』
は
不
可
思
議
撰
で
あ
り（
７
）、
善
無
畏
訳
あ
る
い
は
善
無
畏
に
係
る
撰
述
で
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は
な
い
。

【
胎
蔵
四
部
儀
軌
の
内
の
二
本
】

・『
摂
大
儀
軌
』（『
大
正
蔵
』
八
五
〇
番
、
具
名
『
摂
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
入
蓮
華
胎
蔵
海
会
悲
生
曼
荼
羅
広
大
念
誦
儀
軌
供
養

方
便
会
』）

・『
広
大
儀
軌
』（『
大
正
蔵
』
八
五
一
番
、
具
名
『
大
毘
盧
遮
那
経
広
大
儀
軌
』）

【
そ
の
他
】

・『
尊
勝
儀
軌
』（『
大
正
蔵
』
九
七
三
番
、
具
名
『
尊
勝
仏
頂
脩
瑜
伽
法
軌
儀
』）

・『
慈
氏
儀
軌
』（『
大
正
蔵
』
一
一
四
一
番
、
具
名
『
慈
氏
菩
薩
略
修
愈
誐
念
誦
法
』）

※
『
広
大
儀
軌
』
と
『
尊
勝
儀
軌
』・『
慈
氏
儀
軌
』
所
説
の
五
字
厳
身
観
を
中
心
と
す
る
行
法
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
報
告

し
て
い
る
た
め（

８
）、
本
稿
で
は
『
尊
勝
儀
軌
』・『
慈
氏
儀
軌
』
に
は
特
に
触
れ
な
い
。

※
こ
れ
ら
の
他
に
も
五
字
厳
身
観
の
展
開
さ
れ
た
記
事
の
見
ら
れ
る
経
軌
に
「
三
種
悉
地
破
地
獄
儀
軌
」
と
称
さ
れ
る
儀
軌
が
三
本
あ
る（
９
）が
、

こ
れ
ら
三
本
所
説
の
五
字
の
儀
礼
は
、
本
稿
で
取
り
扱
う
五
字
厳
身
観
を
中
心
と
す
る
行
法
よ
り
も
よ
り
展
開
さ
れ
た
記
事
を
持
つ
。
今
回

は
紙
数
の
関
係
上
取
り
扱
わ
な
い
が
、
別
の
機
会
に
述
べ
た
い
。

　

以
上
、
本
稿
で
は
ま
ず
、「『
大
日
経
』
前
六
巻
に
記
さ
れ
る
、
五
字
厳
身
観
の
構
成
要
素
」
を
確
認
す
る
。
次
に
、
そ
の
構
成
要
素
に
基

づ
い
て
構
築
さ
れ
た
『
大
日
経
』「
供
養
法
」「
持
誦
法
則
品
」（
以
下
、「
持
誦
法
則
品
」）
所
説
の
五
字
厳
身
観
の
記
事
を
見
て
い
く
が
、
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合
わ
せ
て
、
五
字
厳
身
観
と
共
に
説
か
れ
る
行
法
も
見
て
い
き
た
い
。
こ
れ
は
「
持
誦
法
則
品
」
に
お
い
て
、
五
字
厳
身
観
が
独
立
し
た
行

法
で
は
な
く
、
五
字
厳
身
観
を
中
心
と
し
て
い
く
つ
か
の
行
法
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
一
連
の
行
法
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

次
に
『
摂
大
儀
軌
』
と
『
広
大
儀
軌
』
の
記
事
を
見
て
い
く
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
『
広
大
儀
軌
』
に
の
み
、
五
字
厳
身
観
を
中
心
と
す
る

一
連
の
行
法
の
記
事
が
見
ら
れ
る
た
め
、『
摂
大
儀
軌
』
は
参
照
程
度
に
と
ど
め
た
い
。
こ
の
一
連
の
行
法
の
考
察
に
よ
り
、
善
無
畏
訳
と

さ
れ
る
経
軌
の
成
立
事
情
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

こ
の
考
察
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
は
『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』
の
成
立
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

二
、『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』
の
成
立
に
つ
い
て

　
『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』
は
、『
大
日
経
』
の
漢
訳
、『
大
日
経
』「
供
養
法
」
の
成
立
以
降
に
中
国
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
善
無
畏
訳
と
伝
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
経
録
に
入
蔵
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
存
在
を
記
録
し
て
い
る
資
料
の
ほ

と
ん
ど
は
、
日
本
へ
の
将
来
の
記
録
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』
の
成
立
事
情
に
関
す
る
資
料
を
見
て
い
き

た
い
。

　
『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』
は
「
胎
蔵
四
部
儀
軌
」
と
称
さ
れ
る
胎
蔵
系
を
代
表
す
る
儀
軌
で
あ
る
。「
胎
蔵
四
部
儀
軌
」
は
次
の
四
つ

の
儀
軌
を
指
す
。

〈「
胎
蔵
四
部
儀
軌
」〉

・『
摂
大
儀
軌
』

・『
広
大
儀
軌
』

・『
玄
法
寺
儀
軌
』（『
大
正
蔵
』
八
五
二
番
、具
名
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
蓮
華
胎
蔵
悲
生
曼
荼
羅
広
大
成
就
儀
軌
供
養
方
便
会
』）

・『
青
龍
寺
儀
軌
』（『
大
正
蔵
』
八
五
三
番
、具
名
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
蓮
華
胎
蔵
菩
提
幢
標
幟
普
通
眞
言
蔵
広
大
成
就
瑜
伽
』）
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「
胎
蔵
四
部
儀
軌
」
の
う
ち
、『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』
が
善
無
畏
訳
と
伝
え
ら
れ）

11
（

、『
玄
法
寺
儀
軌
』・『
青
龍
寺
儀
軌
』
が
法
全
（
？

～
八
四
二
～
八
五
五
～
？
）
集
、
あ
る
い
は
法
全
撰）

11
（

と
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、「
胎
蔵
四
部
儀
軌
」
の
う
ち
、『
玄
法
寺
儀
軌
』・『
青
龍
寺
儀
軌
』
所
説
の
五
字
厳
身
観
の
記
事
を
比
較
す
る
と
、
同
一
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
る）

11
（

。
両
儀
軌
所
説
の
五
字
厳
身
観
の
記
事
は
『
大
日
経
』「
持
誦
法
則
品
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
な
お
、
両
軌
は
法
全
集

の
た
め
、『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』、
よ
り
も
後
の
成
立
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
以
降
、『
玄
法
寺
儀
軌
』・『
青

龍
寺
儀
軌
』
に
関
し
て
は
特
に
触
れ
な
い
。

　
『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』
は
『
大
日
経
』
同
様
、
善
無
畏
訳
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
内
容
を
鑑
み
れ
ば
、『
大
日
経
』「
供
養
法
」

を
展
開
し
た
内
容
を
有
す
る
た
め
、『
大
日
経
』「
供
養
法
」
以
降
の
成
立
と
考
え
て
相
違
な
い
。

　

善
無
畏
訳
と
伝
え
ら
れ
る
『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』
で
あ
る
が
、
両
軌
は
中
国
の
経
録
に
記
録
が
無
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
日
本
へ
の

将
来
を
確
認
し
た
い
。

〇
『
摂
大
儀
軌
』
の
将
来

・
宗
叡
『
録
外
経
等
目
録
』（『
大
正
蔵
』
五
五
、
二
一
七
五
番
）

摂
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
入
蓮
華
胎
蔵
海
会
悲
生
曼
荼
羅
広
大
念
誦
軌
一
部
三
巻
（
輪
波
迦
羅
三
蔵
訳
、
三
十
三
張）

13
（

）

・
安
然
『
八
家
秘
録
』、『
大
正
蔵
』
五
五
、
二
一
七
六
番
）

摂
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
入
蓮
花
胎
蔵
海
会
悲
生
曼
荼
羅
広
大
念
誦
儀
軌
三
巻
（
無
畏
訳
、一
行
筆
受
、宝
月
訳
語
、仁
根
本）

11
（

。）

〇
『
広
大
儀
軌
』
の
将
来

・
宗
叡
『
録
外
経
等
目
録
』（『
大
正
蔵
』
五
五
、
二
一
七
五
番
）
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大
毘
盧
遮
那
経
広
大
儀
軌
一
巻
（
亦
名
大
悲
胎
蔵
善
無
畏
三
蔵
本
法
潤
阿
闍
梨
伝
者
）
四
十
五
張
。
策
子）

15
（

・
安
然
『
八
家
秘
録
』、『
大
正
蔵
』
五
五
、
二
一
七
六
番
）

大
毘
盧
遮
那
経
広
大
儀
軌
三
巻
（
無
畏
、
叡
、
法
潤
付
二
惟
謹
一
本）

16
（

）

　

こ
の
よ
う
に
、『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』
は
空
海
・
最
澄
の
将
来
で
は
な
く
、
宗
叡
に
よ
る
将
来
で
あ
る
。
宗
叡
は
貞
観
四
（
八
六
二
）

年
～
七
（
八
六
五
）
年
の
間
、
唐
に
渡
っ
て
い
る
た
め
、
両
軌
の
日
本
へ
の
将
来
は
、
比
較
的
に
遲
い
時
期
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う

に
将
来
者
の
問
題
か
ら
、
善
無
畏
訳
あ
る
い
は
善
無
畏
述
の
可
能
性
に
一
応
の
疑
問
が
あ
る
。

　

な
お
、「
胎
蔵
図
像
」・「
胎
蔵
旧
図
様
」・『
五
部
心
観
』
な
ど
、
善
無
畏
に
関
わ
る
古
い
図
像
資
料
を
円
珍
（
入
唐
、
仁
寿
三
（
八
五
三
）

年
～
天
安
二
（
八
五
八
）
年
）
が
将
来）

17
（

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
軌
の
将
来
が
遅
い
か
ら
と
言
っ
て
、
た
だ
ち
に
善
無
畏
の
手
に
よ
る
こ
と

を
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
問
題
を
解
消
す
る
に
は
『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』
の
記
事
を
詳
細
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
、『
摂
大
儀
軌
』
は
『
大
日
経
』
前
六
巻
の
記
述
を
再
整
理
さ
せ
た
形
と
し
て
、
そ
し
て
『
広
大
儀
軌
』
は
『
大
日
経
』「
供
養
法
」

を
踏
ま
え
、『
大
日
経
』
前
六
巻
の
教
理
を
解
釈
し
た
上
で
、『
大
日
経
』「
供
養
法
」
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
た
形
が
見
ら
れ
る
。
よ
っ
て
両

軌
は
、
善
無
畏
以
降
の
者
の
手
に
よ
っ
て
成
立
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

三
、
諸
経
軌
所
説
の
五
字
厳
身
観
に
つ
い
て

　

こ
こ
か
ら
は
、
諸
経
軌
所
説
の
五
字
厳
身
観
の
記
事
を
そ
れ
ぞ
れ
み
て
い
く
。
そ
こ
で
ま
ず
は
そ
の
前
提
と
し
て
、『
大
日
経
』
所
説
の

五
字
厳
身
観
の
記
事
を
見
て
い
き
た
い
。
な
お
、『
大
日
経
』
所
説
の
五
字
厳
身
観
に
つ
い
て
は
、
既
に
い
く
つ
も
詳
細
な
研
究
が
報
告
さ

れ
て
い
る）

18
（

。
よ
っ
て
、『
大
日
経
』
前
六
巻
所
説
の
記
事
に
つ
い
て
は
概
要
の
み
確
認
す
る
。
ま
た
、『
大
日
経
』「
供
養
法
」
の
記
事
に
関

し
て
は
、
そ
の
類
本
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
『
要
略
念
誦
経
』
と
『
大
日
経
』「
供
養
法
」
の
注
釈
書
で
あ
る
『
不
思
議
疏
』
の
記
事
も
参

照
し
て
い
き
た
い
。
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●
『
大
日
経
』
前
六
巻
に
記
さ
れ
る
、
五
字
厳
身
観
の
構
成
要
素

　

こ
こ
で
は
、『
大
日
経
』
前
六
巻
諸
品
に
見
ら
れ
る
、
五
字
厳
身
観
の
裏
付
と
な
る
教
理
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

〇
「
具
縁
品
」

　

五
字
が
何
を
象
徴
す
る
も
の
な
の
か
、
五
字
の
字
義
が
記
さ
れ
て
い
る）

19
（

。

〇
「
秘
密
漫
荼
羅
品
」

　

大
金
剛
輪
（
地
輪
）、
水
輪
、
火
輪
、
風
輪
の
四
輪
を
身
体
に
配
当
す
る
布
置
観
が
説
か
れ
て
い
る）

11
（

。
な
お
、『
大
日
経
疏
』
の
該
当
す
る

文
に
は
地
輪
と
空
輪
へ
の
配
当
も
見
ら
れ
る）

11
（

。

〇
「
阿
闍
梨
真
実
智
品
」

　
「
阿
字
は
第
一
命
な
り
。
嚩
字
を
名
づ
け
て
水
と
為
し
、
囉
字
を
名
づ
け
て
火
と
為
し
、
𤙖
字
を
忿
怒
と
名
づ
く
、
佉
字
は
虚
空
に
同
じ
。

所
謂
る
極
空
の
点
な
り
。
此
の
最
真
実
を
知
る
を
説
い
て
阿
闍
梨
と
名
づ
く）

11
（

。」
と
、
最
真
実
を
知
る
も
の
を
阿
闍
梨
と
し
て
い
る
。

〇
「
悉
地
出
現
品
」

　

a

字
を
「
大
金
剛
地
際
」
と
し
て
「
下
身
」
を
加
持
し
、
さ
ら
に
「
大
因
陀
羅
輪
」
と
し
て
地
輪
へ
配
当
す
る
。
ま
た
、「
金
色
光
明
の

身
を
作
せ
」
と
、地
輪
を
「
金
色
」
と
し
て
い
る
。va

字
門
の
色
と
し
て
「
雪
と
乳
と
商
佉
」
つ
ま
り
は
白
色
と
し
、さ
ら
に
「
輪
円
九
重
」

つ
ま
り
は
円
と
し
、
そ
れ
ら
を
「
臍
の
中
」
に
配
当
す
る
。ra

字
を
「
火
」
と
し
「
彤
赤
」
と
し
、
そ
の
三
角
形
の
火
輪
を
「
心
」
に
在
く
。

ha

字
を
「
風
輪
」「
深
青
の
半
月
輪
」
と
し
て
「
眉
間
」
に
観
じ
る
。kha
字
を
「
尊
勝
に
し
て
虚
空
の
空
な
り
」
と
し
て
い
る）

13
（

。

●
『
大
日
経
』「
供
養
法
」「
持
誦
法
則
品
」
と
『
要
略
念
誦
経
』
所
説
の
五
字
厳
身
観

　

こ
れ
ま
で
は
、『
大
日
経
』
前
六
巻
諸
品
に
み
ら
れ
る
五
字
厳
身
観
の
構
成
要
素
た
る
記
事
を
確
認
し
て
き
た
が
、
行
法
と
し
て
整
備
さ
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れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
五
字
厳
身
観
と
し
て
整
備
さ
れ
た
記
事
は
「
持
誦
法
則
品
」
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。

　

よ
っ
て
こ
こ
か
ら
は
、「
持
誦
法
則
品
」
の
記
事
を
見
て
い
き
た
い
。
そ
れ
に
伴
い
、『
大
日
経
』「
供
養
法
」
の
類
本
と
さ
れ
る
、『
要
略

念
誦
経
』
の
記
事
も
適
宜
参
照
し
た
い
。
こ
れ
は
、『
要
略
念
誦
経
』
が
『
大
日
経
』「
供
養
法
」
よ
り
も
整
備
し
た
記
事
を
有
す
る
の
み
な

ら
ず
、『
大
日
経
』「
供
養
法
」
で
は
偈
頌
と
な
っ
て
い
る
記
事
を
長
行
に
よ
っ
て
記
し
て
い
る
た
め
で
あ
る）

11
（

。
す
な
わ
ち
、『
大
日
経
』「
供

養
法
」
の
記
事
を
読
み
解
く
際
、『
要
略
念
誦
経
』
を
参
照
す
る
こ
と
は
、
内
容
理
解
の
一
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、『
大
日
経
』「
供

養
法
」
の
注
釈
書
で
あ
る
不
可
思
議
撰
の
『
不
思
議
疏）

15
（

』
の
解
釈
も
参
考
に
し
つ
つ
、
そ
の
内
容
を
見
て
い
き
た
い
。

〇
「
持
誦
法
則
品
」

　

五
字
厳
身
観
は
「
持
誦
法
則
品
」
に
お
い
て
、
特
に
細
か
く
区
分
け
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
記
事
が
五
字
厳
身
観
の
儀
礼
内
容
を
指

し
て
い
る
の
か
、
読
み
解
き
に
く
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
要
略
念
誦
経
』
及
び
『
不
思
議
疏
』
に
お
い
て
は
細
か
く
区
分
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

　
『
要
略
念
誦
経
』
で
は
「
毘
盧
遮
那
心
地
法）

16
（

」

　
『
不
思
議
疏
』
で
は
「
大
日
三
密
速
得
門）

17
（

」

と
称
さ
れ
る
一
連
の
行
法
に
お
い
て
修
さ
れ
る
。
こ
の
一
連
の
行
法
を
概
略
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

㈠
大
日
如
来
種
子
心
真
言
及
び
印

㈡
如
来
毫
相
真
言
及
び
印

㈢
五
字
厳
身
観

㈣aṃ

字
・raṃ

字
の
布
字
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よ
っ
て
こ
こ
で
は
「
持
誦
法
則
品
」
の
五
字
厳
身
観
の
記
事
を
考
察
す
る
に
辺
り
、
こ
の
一
連
の
行
法
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
き
た
い
。
こ

れ
に
よ
り
、「
持
誦
法
則
品
」
に
お
け
る
五
字
厳
身
観
を
修
す
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

㈠
大
日
如
来
種
子
心
真
言
及
び
印

復
た
楽
っ
て
如
来
の
三
密
門
を
修
習
し
、
一
月
を
経
る
者
の
為
に
、
次
に
彼
の
方
便
を
説
く
。
行
者
、
若
し
大
毘
盧
遮
那
の
正
覚
の
真

言
と
印
と
を
持
誦
せ
ば
、
当
に
是
く
の
如
き
の
法
に
依
る
べ
し
。
大
日
如
来
の
種
子
心
に
曰
く
「
南
麼
三
曼
多
勃
馱
喃　

阿
」
阿
字
門

は
、
所
謂
る
一
切
法
本
不
生
の
故
な
り
。
已
に
前
に
説
く
が
如
し）

18
（

。

　

こ
こ
で
は
、
大
日
如
来
種
子
心
真
言
と
し
て
「
南
麼
三
曼
多
勃
馱
喃　

阿
（nam

aḥ sam
anta buddhānām

 a

）」
を
唱
え
る
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
修
法
が
具
体
的
に
如
何
な
る
修
法
な
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
対
応
す
る
『
要
略
念
誦
経
』
の
記
事
を
見
る
と
、

復
た
次
に
、
智
者
、
毘
盧
遮
那
心
地
の
法
を
持
せ
ん
と
楽
う
者
は
、
先
ず
自
心
に
お
い
て
、
一
の
阿
（
上
）
字
を
置
け
。
当
に
思
惟
を

起
こ
す
べ
し
。
諸
法
は
本
よ
り
無
生
無
滅
な
り
。（
前
に
已
に
説
く
が
如
し
。）
置
字
の
明
に
曰
く
「
娜
麼
三
曼
多
勃
馱
難　

阿
」
こ
の

字
よ
り
、
如
来
の
身
を
転
起
す
。
こ
れ
を
身
密
門
と
名
づ
く
な
り）

19
（

。

と
あ
り
、
自
身
の
心
に
阿
字
を
布
置
し
、
そ
れ
に
よ
り
大
日
如
来
を
転
起
す
る
た
め
に
こ
の
印
、
真
言
を
修
す
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

㈡
如
来
毫
相
真
言
及
び
印

是
の
中
の
身
密
印
は
、
正
覚
の
白
毫
相
な
り
。
慧
の
手
を
金
剛
拳
に
し
て
、
眉
間
に
在
け
。
如
来
毫
相
の
真
言
に
曰
く
「
南
麼
三
曼
多

勃
馱
喃　

阿
（
去
聲
急
呼
）
痕
若
（
呼
急
）」
前
の
如
く
に
阿
字
を
転
じ
て
大
日
尊
と
成
せ
。
法
力
に
持
せ
ら
る
る
が
故
に
、
自
身
と

異
な
る
こ
と
な
し）

31
（

。

　

こ
こ
で
は
、
如
来
毫
相
真
言
と
し
て
「
南
麼
三
曼
多
勃
馱
喃　

阿
（
去
聲
急
呼
）
痕
若
（
呼
急
）（nam

aḥ sam
anta buddhānām

 aḥ hāṃ
 

jaḥ

）」を
唱
え
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
印
を
眉
間
に
置
き
、真
言
を
唱
え
れ
ば
、大
日
如
来
と
等
し
く
な
る
と
し
て
い
る
。
対
応
す
る『
要
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略
念
誦
経
』
の
記
事
は

復
た
、
眉
間
に
於
て
身
の
密
印
を
以
て
白
毫
相
に
置
け
。
毫
相
の
印
は
、
右
の
手
拳
に
為
し
て
、
急
く
大
指
を
握
り
、
挙
げ
て
眉
間
に

置
け
。
こ
の
明
を
誦
じ
て
曰
く
「
娜
麼
三
曼
多
勃
馱
難
、
映
唅
闍
」
こ
の
明
印
を
以
て
眉
間
に
加
う
れ
ば
、
即
ち
如
来
に
同
じ
て
、
等

し
く
し
て
異
な
る
こ
と
無
し）

31
（

。

と
な
っ
て
お
り
、
真
言
の
音
写
漢
字
が
「
映
唅
闍
」
と
あ
る
が
、「
持
誦
法
則
品
」
の
記
事
と
同
様
に
こ
れ
は
「aḥ hāṃ

 jaḥ

」
の
音
写
語
で

あ
ろ
う
。
次
に
㈢
五
字
厳
身
観
の
記
事
を
見
て
い
き
た
い
。

㈢
五
字
厳
身
観

本
尊
の
瑜
伽
に
住
し
て
、
加
う
る
に
五
支
の
字
を
以
て
す
。
下
体
と
及
び
臍
の
上
と
、
心
と
頂
と
眉
間
と
な
り
、
三
摩
呬
多
に
於
て
運

送
し
て
安
立
す
べ
し
。
こ
の
法
に
依
り
て
住
す
る
を
以
て
、
即
ち
牟
尼
尊
に
同
じ
。
阿
字
は
遍
く
金
色
な
り
。
用
い
て
金
剛
輪
と
作
し

て
、
下
体
を
加
持
す
。
説
い
て
瑜
伽
座
と
名
づ
く
。
鑁
字
は
素
月
の
光
に
し
て
、
霧
聚
の
中
に
在
り
。
自
ら
の
臍
の
上
を
加
持
す
。
こ

れ
を
大
悲
水
と
名
づ
く
。
囕
字
は
初
日
の
暉
に
し
て
彤
赤
に
し
て
三
角
に
在
り
。
本
心
の
位
を
加
持
す
。
こ
れ
を
智
火
光
と
名
づ
く
。

唅
字
は
劫
災
の
焰
の
如
く
、
黒
色
に
し
て
風
輪
に
在
り
。
白
毫
際
を
加
持
す
。
説
い
て
自
在
力
と
名
づ
く
。
佉
字
及
び
空
点
は
一
切
の

色
を
相
成
し
、
加
持
し
て
頂
の
上
に
在
く
。
故
に
名
づ
け
て
大
空
と
為
す
。（
こ
の
五
種
の
真
言
心
は
、
第
二
品
の
中
に
已
に
説
け
り
。

又
こ
の
五
偈
は
伝
度
の
者
、
頗
る
経
意
を
以
て
足
し
て
文
句
を
し
て
周
備
せ
し
む
る
な
り
。）
五
字
を
以
て
身
を
厳
れ
ば
、
威
徳
具
に

成
就
す
。
熾
然
大
恵
の
炬
、
衆
も
ろ
の
罪
業
を
滅
除
す
。
天
魔
の
軍
衆
等
、
及
び
余
の
障
り
を
為
す
者
、
当
に
是
の
如
く
の
人
を
見
て
、

赫
奕
た
る
こ
と
金
剛
と
同
じ
く
す
る
べ
し）

31
（

。

　

こ
こ
で
は
、
五
字
の
身
体
の
五
処
、
五
色
、
五
輪
へ
の
配
当
が
見
ら
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、『
大
日
経
』
前
六
巻
に
お
い
て
、
そ
の

裏
付
け
と
な
る
教
理
が
説
か
れ
て
い
た
五
字
厳
身
観
が
、
こ
の
記
事
に
お
い
て
整
備
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
事
で
は
「
こ
の
五
種

の
真
言
心
は
、
第
二
品
の
中
に
已
に
説
け
り
」
と
、
真
言
を
す
べ
て
省
略
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
で
は
、
実
際
に
修
法
す
る
際
に
不
明
瞭
な
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点
が
多
く
。
実
践
向
き
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、『
要
略
念
誦
経
』
の
対
応
す
る
記
事
を
み
る
と

便
ち
五
字
を
以
て
身
分
を
加
持
し
て
、
想
い
て
五
所
に
置
け
。
謂
く
身
と
及
び
臍
と
心
と
頂
と
眉
間
と
な
り
。
是
の
法
に
依
っ
て
住
す

れ
ば
、
即
ち
世
尊
に
同
ず
。

初
め
身
下
に
於
て
、
想
い
て
阿
字
を
置
け
。
そ
の
形
正
方
に
し
て
黄
金
色
の
如
し
。
置
字
の
明
に
曰
く
「
娜
麼
三
曼
多
勃
馱
難　

阿
」

こ
れ
を
摩
系
達
羅
字
と
名
づ
く
。
こ
の
字
よ
り
転
じ
て
金
剛
輪
と
成
る
。
即
ち
如
来
の
座
な
り
。

次
に
鑁
字
を
想
い
て
自
ら
の
臍
輪
に
置
け
。
霧
、月
の
白
色
の
光
を
含
み
て
凝
燿
あ
る
が
如
し
。
摩
訶
皤
路
拏
大
悲
光
と
名
づ
く
な
り
。

置
字
の
明
に
曰
く
「
娜
麼
三
曼
多
勃
馱
難　

鑁
」

次
に
、
覽
字
を
想
い
て
自
心
に
置
け
。
そ
の
字
の
光
色
猶
お
し
暉
日
の
如
し
。
智
恵
光
と
名
づ
く
。
心
よ
り
転
じ
て
而
も
所
知
障
を
破

す
。
置
字
の
明
に
曰
く
「
娜
麼
三
曼
多
勃
馱
難　

覽
」（
初
め
の
曷
の
声
に
似
た
り
）

次
に
、
唅
字
を
想
い
て
髪
際
に
加
え
よ
。
そ
の
光
、
黒
色
に
し
て
、
劫
災
の
焔
起
こ
っ
て
大
威
勇
有
る
が
如
し
。
自
在
力
と
名
づ
く
。

置
字
の
明
に
曰
く
「
娜
麼
三
曼
多
勃
馱
難　

唅
」（
即
ち
所
観
の
字
な
り
。）

次
に
㐸
（
法
声
を
帯
す
。）
字
を
想
い
て
頂
上
に
安
ん
じ
、
加
う
る
に
空
点
を
以
て
せ
よ
。
一
切
の
色
雑
宝
の
光
明
を
起
こ
し
て
、
一

切
所
に
遍
ず
。
大
空
智
と
名
づ
く
。
置
字
の
明
に
曰
く
「
娜
麼
三
曼
多
勃
馱
難　
㐸
」

こ
の
五
字
を
以
て
勝
身
に
布
す
れ
ば
、
大
威
徳
智
恵
の
光
明
を
具
し
て
、
永
く
衆
難
及
び
三
悪
業
無
し
。
一
切
の
魔
軍
自
然
に
降
伏
し
、

難
調
の
鬼
神
も
能
く
障
を
為
す
こ
と
無
し
。
唯
だ
赫
奕
た
る
金
剛
の
身
を
見
る）

33
（

。

と
あ
り
、五
種
の
真
言
を
記
載
し
修
法
し
や
す
く
、ま
た
理
解
し
や
す
い
よ
う
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、『
要
略
念
誦
経
』

は
『
大
日
経
』「
供
養
法
」
よ
り
も
整
備
さ
れ
た
記
事
を
有
す
る
が
、
こ
の
記
事
は
そ
の
一
つ
の
証
拠
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

㈣aṃ

字
・raṃ

字
の
布
字

ま
た
首
の
中
に
於
て
、
百
光
遍
照
王
を
置
く
べ
し
。
無
垢
眼
を
安
立
し
て
、
猶
お
し
灯
明
の
顕
照
す
る
が
ご
と
し
。
前
の
如
く
瑜
伽
に
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住
し
て
、
加
持
す
る
こ
と
ま
た
是
く
の
如
し
。
智
者
自
体
を
観
ず
る
こ
と
、
如
来
の
身
に
等
同
に
し
て
、
心
月
円
明
の
処
に
、
声
鬘
与

も
に
相
応
し
、
字
字
間
断
す
る
こ
と
無
く
し
て
、
猶
お
し
韻
の
鈴
鐸
の
如
く
せ
よ
。
正
等
覚
の
真
言
、
取
に
隨
っ
て
而
も
受
持
す
。
当

に
こ
の
方
便
を
以
て
、
速
や
か
に
悉
地
を
成
ず
る
こ
と
を
得
べ
し）

31
（

。

こ
こ
で
は
、「
百
光
遍
照
王
」
を
置
き
、「
無
垢
眼
」
を
安
立
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が
具
体
的
に
何
の
こ
と
な
の
か
、
こ

の
記
事
で
は
全
く
の
不
明
で
あ
る
。『
要
略
念
誦
経
』
の
対
応
す
る
記
事
に
は

ま
た
、
身
の
中
に
お
い
て
、
阿
（
上
、
暗
字
の
声
を
帯
す
。）
字
を
置
く
と
想
え
。
そ
の
両
眼
に
お
い
て
想
い
て
囕
字
を
置
け
。
前
の

如
く
相
応
し
て
当
に
自
身
即
ち
如
来
身
な
り
と
観
ず
べ
し
。
無
垢
眼
を
以
て
心
月
を
照
ら
し
、
相
応
の
字
句
、
若
し
は
誦
じ
、
若
し
は

思
う
て
間
断
せ
し
む
る
こ
と
な
か
れ
。
声
は
鈴
鐸
の
如
く
、
智
は
映
鏡
の
如
し
。
若
し
仏
菩
薩
所
説
の
明
印
楽
い
に
隨
っ
て
受
持
す
れ

ば
、
速
や
か
に
成
就
す
る
こ
と
を
得
る）

35
（

。

と
あ
り
、「
百
光
遍
照
王
」
がaṃ

字
、「
無
垢
眼
」
がraṃ

字
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。『
不
思
議
疏
』
で
も
こ
の
件
に
関
し
て

百
光
遍
照
王
と
は
、
点
有
り
、
阿
字
な
り
。
無
垢
と
は
、
覽
字
な
り）

36
（

。

と
解
釈
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
「
百
光
遍
照
王
」
がaṃ

字
、「
無
垢
眼
」raṃ

字
と
考
え
て
よ
か
ろ
う）

37
（

。

　

以
上
、「
持
誦
法
則
品
」
と
『
要
略
念
誦
経
』
に
説
か
れ
る
五
字
厳
身
観
の
記
事
を
見
て
き
た
が
、
言
い
回
し
は
異
な
る
も
の
の
、
大
筋

は
同
一
で
あ
る
。
あ
え
て
大
き
な
相
違
点
を
あ
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
娜
麼
三
曼
多
勃
馱
難　

阿
（nam

aḥ sam
anta buddhānāṃ

 a

）」
を

始
め
と
す
る
五
種
の
真
言
が
五
字
を
布
置
す
る
た
め
の
真
言
が
、『
要
略
念
誦
経
』
に
は
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
帰
命

す
る
五
字
が
「
持
誦
法
則
品
」
はa va ra ha kha

な
の
に
対
し
、『
要
略
念
誦
経
』
はa vaṃ

 raṃ
 haṃ

 khaṃ

と
、
空
点
を
加
え
た
形
式

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
要
略
念
誦
経
』
が
『
大
日
経
』
供
養
法
よ
り
も
、
整
備
さ
れ
た
記
事
を
有
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
言
え
よ

う）
38
（

。
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●
『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』
所
説
の
五
字
厳
身
観

　

こ
こ
で
は
、『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』、
に
お
け
る
五
字
厳
身
観
の
行
法
の
記
事
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ら
は
、『
大
日
経
』
供
養

法
の
影
響
下
に
お
い
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
お
け
る
五
字
厳
身
観
の
記
事
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
中
国
密

教
史
上
に
お
け
る
五
字
厳
身
観
の
展
開
過
程
の
第
一
段
階
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

な
お
、
五
字
厳
身
観
の
『
大
日
経
』
か
ら
「
胎
蔵
四
部
儀
軌
」
へ
の
展
開
過
程
は
、
川
﨑
一
洸
（
一
洋
）
氏
が
詳
細
に
論
じ
て
お
り）

39
（

、
ま

た
『
広
大
儀
軌
』
の
五
字
厳
身
観
の
記
事
が
『
尊
勝
儀
軌
』・『
慈
氏
儀
軌
』
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
報
告
し
て
い
る）

11
（

。
よ
っ

て
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
概
略
の
み
述
べ
た
い
。

〇
『
摂
大
儀
軌
』

　

ま
ず
『
摂
大
儀
軌
』
の
記
述
で
あ
る
が
、
先
述
し
た
『
大
日
経
』「
持
誦
法
則
品
」
か
ら
の
依
用
に
よ
る
、
行
法
と
し
て
整
っ
た
五
字
厳

身
観
の
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
た
だ
第
三
巻
に
、先
述
し
た
『
大
日
経
』
前
六
巻
に
説
か
れ
る
五
字
厳
身
観
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
具
縁
品）

11
（

」・

「
秘
密
漫
荼
羅
品）

11
（

」・「
悉
地
出
現
品）

13
（

」・「
阿
闍
梨
真
実
智
品）

11
（

」
各
品
か
ら
の
引
用
文
は
み
ら
れ
る
。
な
お
、「
秘
密
漫
荼
羅
品
」
の
偈
頌
を
引

用
し
て
い
る
記
事
の
直
前
に
、
満
足
句
の
真
言
「nam

aḥ sam
antabuddhānāṃ

 a vi ra hūṃ
 khaṃ

」
を
唱
え
る
点
が
『
摂
大
儀
軌
』
の
記

事
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る）

15
（

。

〇
『
広
大
儀
軌
』

　

次
に
『
広
大
儀
軌
』
の
記
述
で
あ
る
。『
広
大
儀
軌
』
に
見
ら
れ
る
五
字
厳
身
観
が
『
大
日
経
』「
持
誦
法
則
品
」
の
も
の
に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、『
広
大
儀
軌
』
所
説
の
五
字
厳
身
観
の
記
事
は
、「
持
誦
法
則
品
」
の
五
字
厳
身
観
を
説
く
部
分
に

『
大
日
経
』「
悉
地
出
現
品
」
の
五
字
の
布
置
に
関
す
る
記
事
を
加
味
し
て
や
や
増
広
さ
れ
た
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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先
述
し
た
よ
う
に
、「
持
誦
法
則
品
」
の
五
字
厳
身
観
は

㈠
大
日
如
来
種
子
心
真
言
及
び
印

㈡
如
来
毫
相
真
言
及
び
印

㈢
五
字
厳
身
観

㈣aṃ

字
・raṃ

字
の
布
字

と
い
っ
た
、
一
連
の
行
法
に
お
い
て
修
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、『
広
大
儀
軌
』
に
お
い
て
五
字
厳
身
観
は
、
ど
う
い
っ
た
行
法
に
お
い
て
修

さ
れ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
広
大
儀
軌
』
の
五
字
厳
身
観
を
中
心
と
す
る
儀
礼）

16
（

を
概
略
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。

㈠
嚂
字
観）

17
（

㈡
五
輪
観
（
五
字
厳
身
観）

18
（

）

㈢
普
通
真
言
・
普
通
印）

19
（

㈣
五
輪
器
界
観）

51
（

㈤
普
通
真
言
・
印
（
二
度
目
。
㈢
普
通
真
言
と
同
一
の
真
言
）

　

こ
れ
ら
一
連
の
行
法
は
㈡
五
輪
観
（
五
字
厳
身
観
）
以
外
、『
大
日
経
』「
持
誦
法
則
品
」
の
行
法
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
㈠
嚂
字
観
は
、raṃ

字
を
用
い
て
有
為
を
燒
き
、
無
為
を
成
ず
る
観
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
ず
『
大
日
経
』「
具
縁
品
」
に

次
に
応
度
の
者
を
引
け
。
之
に
灑
ぐ
に
浄
水
を
以
て
し
、
塗
香
と
華
と
を
授
与
し
、
菩
提
心
を
発
さ
せ
し
め
て
、
諸
の
如
來
を
憶
念
せ
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し
む
。
一
切
皆
、
當
に
淨
な
る
仏
家
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
得
べ
し
。
法
界
生
印
と
及
与
び
法
輪
印
を
結
び
て
、
金
剛
有
情
等
を
用
っ
て

加
護
を
作
せ
。
次
に
応
当
に
自
ら
諸
仏
の
三
昧
耶
を
結
び
、
三
転
し
て
浄
衣
を
加
す
べ
し
。
真
言
の
法
教
の
如
く
に
し
て
、
用
っ
て
其

の
首
に
覆
え
。
深
く
悲
念
心
を
起
こ
し
て
、
三
た
び
三
昧
耶
を
誦
せ
よ
。
頂
に
戴
く
に
囉
字
を
以
っ
て
し
、
厳
る
に
大
空
点
を
以
っ
て

せ
よ
。
周
匝
し
て
焔
鬘
を
開
け
。
字
門
よ
り
白
光
を
生
じ
、
流
出
す
る
こ
と
満
月
の
如
し
。
現
に
諸
の
救
世
に
對
し
て
、
浄
華
を
散
ぜ

し
め
、
其
の
所
至
の
処
に
隨
っ
て
、
行
人
而
も
尊
奉
す
。
漫
荼
羅
の
初
門
の
、
大
龍
廂
衞
の
処
の
、
二
門
の
中
間
に
於
て
、
学
人
を
安

立
し
、
彼
に
住
し
法
教
に
隨
っ
て
、
衆
の
事
業
を
作
せ
。
是
の
如
く
弟
子
を
し
て
諸
過
を
遠
離
せ
し
む
べ
し）

51
（

。

と
あ
る
。
こ
の
「
具
縁
品
」
の
記
事
は
、
弟
子
を
囉
字
に
よ
っ
て
、
焼
き
清
め
る
儀
礼
の
場
面
で
あ
る
が
、
対
応
す
る
『
大
日
経
疏
』
の
記

事
で
は弟

子
の
所
に
至
り
、
先
ず
囉
字
を
用
い
て
火
と
為
し
、
其
の
身
を
焚
燒
し
て
悉
く
灰
と
成
し
已
り
て
、
方
に
四
瓶
を
用
い
て
次
第
に
之

を
潅
げ
。
潅
ぎ
已
ら
ば
、此
の
灰
の
中
を
観
じ
て
嚩
字
門
と
作
せ
。
其
の
色
純
白
な
り
。
此
れ
よ
り
五
字
を
出
生
せ
よ
。
所
謂
、阿
・
鑁
・

囕
・
𤙖
・
欠
な
り
。
其
の
五
字
輪
を
持
せ
。
次
に
暗
字
を
説
き
て
、
其
の
頂
上
に
在
け
。
転
じ
て
中
胎
蔵
と
成
す
べ
し
。
又
た
此
の
字

よ
り
三
重
の
光
焰
を
生
ぜ
よ
。
一
重
は
遍
く
咽
の
上
を
遶
り
、
所
照
の
及
ぶ
処
に
隨
い
て
、
諸
尊
は
隨
い
現
れ
、
即
ち
第
一
院
の
漫
荼

羅
と
成
る
。
次
の
一
重
の
光
は
遍
く
心
上
を
遶
り
、
諸
尊
は
隨
い
現
れ
、
第
二
重
の
漫
荼
羅
と
成
る
。
次
の
一
重
の
光
は
遍
く
臍
の
上

を
遶
り
、
諸
尊
は
隨
い
現
れ
、
第
三
重
の
漫
荼
羅
と
成
る
。
爾
の
時
、
弟
子
は
都
て
漫
荼
羅
の
身
と
成
る
。
若
し
更
に
深
く
釈
せ
ば
、

即
ち
是
れ
普
門
法
界
の
身
な
り）

51
（

。

と
あ
り
、
五
字
が
出
現
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
囉
字
に
よ
っ
て
身
を
清
め
る
行
法
と
、
五
字
が
結
実
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
よ
っ
て
、『
広
大
儀
軌
』
が
依
用
し
た
の
は
、『
大
日
経
』「
具
縁
品
」
及
び
、『
大
日
経
疏
』
の
こ
の
場
面
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

次
に
、
㈡
五
輪
観
（
五
字
厳
身
観
）
に
お
け
る
『
大
日
経
』「
持
誦
法
則
品
」
と
の
差
異
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、『
広
大
儀
軌
』
で
は
「
帰

命　

阿
」
以
下
、
五
字
そ
れ
ぞ
れ
を
布
置
す
る
真
言
が
説
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
持
誦
法
則
品
」
に
は
見
ら
れ
ず
、『
要
略
念
誦
経
』
の

も
の
と
同
一
で
あ
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
観
想
す
る
対
象
が
「
持
誦
法
則
品
」
の
も
の
よ
り
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
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次
に
、
㈢
普
通
真
言
で
あ
る
が
、
こ
の
真
言
は
『
大
日
経
』「
悉
地
出
現
品）

53
（

」「
供
養
儀
式
品）

51
（

」
所
説
の
「
虚
空
蔵
転
明
妃
」
の
真
言
の
類

似
真
言
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）

55
（

。

　

続
い
て
、㈣
五
輪
器
界
観
で
あ
る
が
、「
次
第
に
五
輪
清
浄
の
器
世
界
を
成
ず）

56
（

」
と
し
て
、器
世
界
を
建
立
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
日
本
に
お
い
て
五
輪
器
界
観
と
称
さ
れ
る
修
法
で
あ
る
。
五
字
厳
身
観
で
は
、a vaṃ

 raṃ
 haṃ

 khaṃ

の
五
字
を
地
輪
か
ら
風
輪

へ
と
下
か
ら
順
に
配
当
し
て
い
た
が
、
器
界
観
で
は
逆
に
、
五
字
五
輪
の
上
下
を
反
転
さ
せ
上
か
ら
下
へ
地
・
水
・
火
・
風
・
空
、a

・

vaṃ

・raṃ

・haṃ
・khaṃ

と
並
べ
て
い
る
。
な
お
こ
の
観
法
は
、『
大
日
経
疏
』
に
お
い
て
修
す
る
所
以
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
『
広
大
儀
軌
』
に
お
け
る
『
大
日
経
疏
』
の
影
響
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る）

57
（

。

　

こ
こ
で
は
、『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』
の
記
事
を
見
て
き
た
。『
摂
大
儀
軌
』
に
は
「
持
誦
法
則
品
」
を
受
け
継
い
だ
五
字
厳
身
観
の

記
事
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。『
広
大
儀
軌
』
に
は
、「
持
誦
法
則
品
」
の
五
字
厳
身
観
を
基
本
と
し
な
が
ら
、「
悉
地
出
現
品
」
の
記
事
を
加

味
し
た
五
字
厳
身
観
の
記
述
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
五
字
厳
身
観
を
中
心
と
す
る
儀
礼
の
構
造
は
、「
持
誦
法
則
品
」
と
は
全
く
異
な
り
、

『
広
大
儀
軌
』
独
自
の
五
字
厳
身
観
を
中
心
と
す
る
儀
礼
で
あ
っ
た
。

四
、
ま
と
め

　

以
上
こ
こ
ま
で
、『
大
日
経
』
前
六
巻
、『
大
日
経
』「
供
養
法
」、『
摂
大
儀
軌
』・『
広
大
儀
軌
』、
の
五
字
厳
身
観
及
び
五
字
厳
身
観
を
中

心
と
す
る
一
連
の
行
法
の
記
事
の
展
開
過
程
を
見
て
き
た
。

　

五
字
厳
身
観
は
、『
大
日
経
』
前
六
巻
に
お
い
て
、
そ
の
裏
付
と
な
る
教
理
が
説
か
れ
、「
持
誦
法
則
品
」
に
お
い
て
行
法
と
し
て
あ
る
程

度
整
え
ら
れ
た
。
ま
た
、「
持
誦
法
則
品
」
に
お
い
て
五
字
厳
身
観
は
独
立
し
た
行
法
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
行
法
と
組
み
合
わ
さ
っ
た

一
連
の
行
法
で
あ
る
こ
と
が
確
認
出
来
た
。

　

次
に
、『
広
大
儀
軌
』
の
五
字
厳
身
観
を
中
心
と
す
る
一
連
の
行
法
の
記
事
を
確
認
し
た
。『
広
大
儀
軌
』
所
説
の
一
連
の
行
法
は
、「
持

誦
法
則
品
」
の
も
の
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
た
め
、『
広
大
儀
軌
』
に
お
い
て
独
自
に
構
築
さ
れ
た
行
法
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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本
稿
で
得
ら
れ
た
知
見
と
、
小
崎
【
二
〇
一
六）

58
（

】
を
鑑
み
れ
ば
、『
大
日
経
』
第
七
巻
「
供
養
法
」
の
漢
訳
以
降
、「
胎
蔵
四
部
儀
軌
」
の

う
ち
『
広
大
儀
軌
』、
そ
し
て
『
広
大
儀
軌
』
の
記
事
を
、『
尊
勝
儀
軌
』・『
慈
氏
儀
軌
』
が
踏
襲
し
、
新
た
な
行
法
と
し
て
独
自
に
再
整
備

さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
「
善
無
畏
訳
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
梵
本
が
存
在
し
た
と
は
考
え

難
い
。
つ
ま
り
は
、
こ
う
い
っ
た
展
開
過
程
が
見
ら
れ
る
時
点
で
、
少
な
く
と
も
梵
本
か
ら
の
純
粋
な
漢
訳
で
は
な
く
、
撰
述
者
に
よ
っ
て

中
国
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
が
善
無
畏
訳
と
伝
え
ら
れ
る
経
軌
に
は
多
か
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
本
稿
に
よ
っ
て
断
定
で
き
る
も
の
で
は

な
い
が
、
今
後
も
注
視
し
て
い
き
た
い
。

註（
１
）
こ
の
こ
と
は
、『
開
元
録
』
に
「
開
元
四
年
丙
辰
を
以
て
、
大
い
に
梵
本
を
齎
し
、
長
安
に
来
り
て
達
す
。」（『
大
正
蔵
』
五
五
、
五
七
二
上
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
同
様
の
こ
と
は
、『
続
古
今
訳
経
図
紀
』（『
大
正
蔵
』
五
五
、
三
七
二
上
～
中
）、『
貞
元
録
』（『
大

正
蔵
』
五
五
、
八
七
四
下
）、『
宋
高
僧
伝
』（『
大
正
蔵
』
五
〇
、
七
一
五
中
）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
文
苑
英
華
』
巻
八
六
〇
『
全
唐

文
』
巻
三
一
九
所
収
の
『
荊
州
南
泉
大
雲
寺
故
蘭
若
和
尚
碑
』
に
は
、「
既
に
し
て
無
畏
三
蔵
、
五
月
十
五
日
を
以
て
京
師
に
至
る
。」
と
あ
り
、

開
元
四
（
七
一
六
）
年
の
五
月
十
五
日
に
長
安
に
至
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
２
）『
宋
高
僧
伝
』
に
「
二
十
年
、
西
域
に
還
ら
ん
こ
と
を
求
む
る
も
、
優
詔
し
て
許
さ
ず
。」（『
大
正
蔵
』
五
〇
、
七
一
六
上
）
と
帰
国
の
許
し
を

出
し
た
も
の
の
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
具
体
的
な
時
期
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
帰
国
を
願
い
出
た
こ
と
は
、『
善

無
畏
行
状
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。（『
大
正
蔵
』
五
〇
、
二
九
一
中
）『
宋
高
僧
伝
』
で
は
こ
の
記
事
に
続
け
て
「
二
十
三
年
乙
亥
十
月
七
日
、

右
脅
累
足
し
、
奄
然
と
し
て
化
す
。
享
齡
九
十
九
、
僧
臘
八
十
な
り
。」（『
大
正
蔵
』
五
〇
、
七
一
六
上
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
善
無
畏
行
状
』

も
同
様
で
あ
る
。

（
３
）『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
三
、
三
〇
〇
五
頁
（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
三
三
）
な
お
、
大
村
西
崖
『
密
教
発
達
志
』（
仏
書
刊
行
会
図
像
部
、

一
九
一
八
（
一
九
七
二
復
刻
）、
附
録
「
経
軌
章
疏
一
覧
」
三
三
～
三
五
頁
）
で
は
、
二
十
一
部
二
九
巻
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
慧
琳
（
七
三
七
～
八
二
〇
）
の
『
一
切
経
音
義
』
に
は
「
開
元
十
年
壬
戍
歳
、
善
無
畏
三
蔵
訳
出
、
仏
頂
尊
勝
瑜
伽
念
誦
法
両
巻
。」（『
大
正
蔵
』
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五
四
、
五
四
四
上
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
こ
の
経
は
菩
提
金
剛
に
よ
る
翻
訳
経
典
と
さ
れ
な
が
ら
、
梵
文
原
典
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
中
国
の
経
録

に
も
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
確
か
な
資
料
と
し
て
現
れ
る
の
が
恵
運
（
七
九
八
～
八
六
九
）
と
宗
叡
（
八
〇
九
～
八
八
四
）
に
よ
る
日
本
へ
の

将
来
の
時
点
で
あ
る
（
恵
運
『
惠
運
律
師
書
目
録
』（『
大
正
蔵
』
五
五
、
一
〇
八
九
下
）、
宗
叡
『
録
外
経
等
目
録
』（『
大
正
蔵
』
五
五
、
一
一

一
二
下
）、
安
然
『
八
家
秘
録
』（『
大
正
蔵
』
五
五
、
一
一
一
五
上
）。
よ
っ
て
、
二
人
の
帰
朝
時
に
は
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
が
、
イ
ン
ド

成
立
な
の
か
中
国
成
立
な
の
か
明
確
な
答
え
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
こ
の
経
は
、
古
来
よ
り
『
大
日
経
』「
供
養
法
」
の
同
本
異
訳

で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
神
林
隆
浄
・
那
須
政
隆
・
小
野
塚
幾
澄
氏
等
に
よ
っ
て
同
本
異
訳
説
は
否
定
さ
れ
た
（
神
林
隆
浄
『
仏
書
解
説
大

辞
典
』
第
七
巻
、
四
四
九
頁
、
那
須
政
隆
「
大
日
経
供
養
法
に
つ
い
て
」（『
智
山
学
報
』
新
第
九
、
一
九
八
三
）、
小
野
塚
幾
澄
「
漢
訳
の
大
日

経
供
養
法
に
つ
い
て
」（『
豊
山
学
報
』
第
五
号
、
一
九
五
九
））

（
６
）
古
来
、『
要
略
念
誦
経
』
の
訳
者
で
あ
る
菩
提
金
剛
と
は
金
剛
智
（
六
七
一
～
七
四
一
）
で
あ
り
、
今
経
が
『
大
日
経
』「
供
養
法
」
の
同
本
異

訳
で
あ
る
と
、
安
然
（
八
四
一
～
八
八
九
～
）
に
よ
っ
て
見
做
さ
れ
て
き
た
（
三
崎
良
周
『
台
密
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
八
八
、
二
四
七
頁

参
照
）。
し
か
し
、
前
注
記
に
お
い
て
も
確
認
し
た
よ
う
に
、『
要
略
念
誦
経
』
と
『
大
日
経
』「
供
養
法
」
と
が
同
本
異
訳
の
関
係
で
あ
る
こ
と

は
否
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
木
村
秀
明
氏
に
よ
っ
て
「
当
経
が
金
剛
智
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
と
無
条
件
に
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ

れ
る
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
木
村
秀
明
『
新
国
訳
大
蔵
経
』
密
教
部
七
「『
要
略
念
誦
経
』
解
題
」（
大
蔵
出
版
株
式
会
社
、
一
九
九
六
）。

菩
提
金
剛
の
伝
記
資
料
は
な
く
、
ま
た
、『
要
略
念
誦
経
』
の
存
在
を
記
録
し
て
い
る
中
国
の
資
料
も
な
い
た
め
、
確
実
に
『
要
略
念
誦
経
』
に

つ
い
て
言
え
る
点
は
、
今
経
の
成
立
年
代
の
下
限
が
恵
運
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
た
八
四
七
年
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
木
村
氏
の
最
新

の
研
究
で
は
「
当
経
（『
要
略
念
誦
経
』）
は
、
恐
ら
く
恵
運
に
よ
っ
て
請
来
さ
れ
た
時
点
、
即
ち
847
年
か
ら
あ
ま
り
遡
ら
な
い
時
期
に
、
金
剛

智
と
は
別
人
の
来
歴
不
詳
の
菩
提
金
剛
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
金
剛
智
に
仮
託
す
る
た
め
に
、
金
剛
智
を
容
易
に
連
想
さ
せ
る
「
菩

提
金
剛
訳
」
と
し
て
、
訳
出
あ
る
い
は
編
纂
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、
ま
た
「『
要
略
念
誦
経
』
は
、
漢
訳
さ
れ
た
『
大
日
経
』
第

七
巻
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
原
典
か
ら
漢
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
漢
訳
『
大
日
経
』
第
七
巻
や

PV.

（M
ahāvairocanābhisaṃ

bodhi-saṃ
baddhapūjāvidhi

）
と
と
も
に
、『
大
日
経
』
供
養
法
を
研
究
す
る
上
で
重
要
か
つ
不
可
欠
な
資
料
で

あ
る
、と
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。（
木
村
秀
明
「『
要
略
念
誦
経
』
と
『
大
日
経
』
供
養
法
」『
豊
山
学
報
』
六
二
、
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二
〇
一
九
、
参
照
）。
な
お
、
今
脚
注
中
の
（
）
内
は
筆
者
が
加
筆
。

（
７
）
不
可
思
議
に
関
し
て
は
伝
記
資
料
等
が
な
い
た
め
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
不
可
思
議
は
『
不
思
議
疏
』
の
冒
頭
に
「
所
謂
る
小
子
と
は
、
厥

号
善
無
畏
三
蔵
和
上
、
即
ち
是
れ
な
り
。
小
僧
不
可
思
議
多
幸
に
し
て
和
上
に
面
諮
し
、
聞
く
所
の
法
要
、
分
に
隨
い
て
抄
記
す
。」（『
大
正
蔵
』

三
九
、
七
九
〇
中
）
と
、
唐
の
開
元
年
間
に
善
無
畏
か
ら
直
接
教
え
を
聞
き
、『
不
思
議
疏
』
を
撰
述
し
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
よ
っ
て
、

伝
統
的
に
『
大
日
経
』
第
七
巻
を
読
む
場
合
『
不
思
議
疏
』
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
な
お
、前
掲
の
木
村
【
二
〇
一
九
】
で
は
「『
不
思
議
の
疏
』

は
、
供
養
法
の
全
体
像
を
正
確
に
把
握
し
て
い
る
と
は
思
え
ず
、
本
経
の
理
解
に
役
立
た
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
障
害
に
さ
え
な
っ
て
き

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
、
評
さ
れ
て
い
る
。（
木
村
【
二
〇
一
九
】
八
六
頁
）
参
照
。

（
８
）
拙
論
【
二
〇
一
六
】「『
尊
勝
仏
頂
脩
瑜
伽
法
軌
儀
』「
尊
勝
真
言
持
誦
法
則
品
」
に
つ
い
て
」（『
智
山
学
報
』
七
九
、
二
〇
一
六
）
参
照
。

（
９
）『
三
種
悉
地
破
地
獄
転
業
障
出
三
界
秘
密
陀
羅
尼
法
』（『
大
正
蔵
』
一
八
、
九
〇
五
番
）・『
仏
頂
尊
勝
心
破
地
獄
転
業
障
出
三
界
秘
密
三
身
仏
果

三
種
悉
地
真
言
儀
軌
』（『
大
正
蔵
』
一
八
、
九
〇
六
番
）・『
仏
頂
尊
勝
心
破
地
獄
転
業
障
出
三
界
秘
密
陀
羅
尼
』（『
大
正
蔵
』
一
八
、
九
〇
七
番
）

（
11
）（『
摂
大
儀
軌
』
は
「
輸
婆
迦
羅
奉
詔
譯
、
授
法
弟
子
一
行
筆
授
、
比
丘
寶
月
譯
語
。」
と
あ
る
。（『
大
正
蔵
』
一
八
、
六
五
上
））

（
11
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
一
〇
八
、
脚
注
④
に
「（
或
本
云
玄
法
寺
法
全
阿
闍
梨
撰
）
細
註
○甲
、（
玄
法
寺
法
全
阿
闍
梨
撰
）
○乙
」
と
、
あ
る
。

（
11
）『
玄
法
寺
儀
軌
』
の
五
字
厳
身
観
（『
大
正
蔵
』
一
八
、
一
一
〇
中
～
下
）・『
青
龍
寺
儀
軌
』
五
字
厳
身
観
（『
大
正
蔵
』
一
八
、
一
四
六
中
～
下
）

五
字
厳
身
観
に
関
し
て
、『
玄
法
寺
儀
軌
』
と
『
青
龍
寺
儀
軌
』
で
は
、
満
足
句
の
真
言
と
し
て
、「
曩
莫
三
滿
多
沒
馱
喃
阿
鑁
囕
唅
欠
」
が
説

か
れ
、
さ
ら
に
「
器
世
間
を
安
立
せ
よ
。
空
風
を
最
も
下
に
居
け
。
次
に
火
水
地
を
観
ぜ
よ
。
是
の
輪
金
剛
と
同
じ
く
し
て
、
大
因
陀
羅
と
名

づ
く
。
光
焔
の
浄
金
色
な
り
。」
と
、
器
界
観
が
説
か
れ
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
な
お
、
川
﨑
一
洸
（
一
洋
）
氏
は
、
両
軌
所
説
の
こ
れ
ら
の

観
法
を
「
五
字
厳
身
観
に
よ
っ
て
行
者
の
身
体
に
五
輪
を
観
想
し
、
さ
ら
に
器
世
界
を
五
輪
と
し
て
観
想
す
る
こ
と
に
よ
り
、
身
体
と
器
世
界

が
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
大
日
如
来
に
等
し
い
こ
と
を
観
ず
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
行
者
＝
五
大
・
五
輪
＝

大
日
如
来
の
理
論
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
川
﨑
一
洸
（
一
洋
）「
経
、儀
軌
、次
第
」（『
現
代
密
教
』
二
五
、二
〇
一
四
）

（
13
）『
大
正
蔵
』
五
五
、
一
一
〇
八
上

（
11
）『
大
正
蔵
』
五
五
、
一
一
一
五
中

（
15
）『
大
正
蔵
』
五
五
、
一
一
〇
八
上
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（
16
）『
大
正
蔵
』
五
五
、
一
一
一
五
中

（
17
）
石
田
尚
豊
『
曼
荼
羅
の
研
究
』「
研
究
篇
」（
東
京
美
術
、
一
九
七
五
）
参
照
。

（
18
）
酒
井
真
典
『
大
日
経
の
成
立
に
関
す
る
研
究
』（
国
書
刊
行
会
・
一
九
六
二
）、
松
長
有
慶
「
入
我
我
入
観
の
構
造
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』

第
四
〇
号
・
一
九
七
四
）、
大
塚
伸
夫
「『
大
日
経
』
所
説
の
三
種
三
摩
地
に
つ
い
て
」（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
十
八
・
一
九
九
〇
）、
川
﨑
前

掲
論
文
【
二
〇
一
四
】
参
照
。

（
19
）「
我
本
不
生
を
覚
り
、
語
言
の
道
を
出
過
し
、
諸
過
を
解
脱
す
る
こ
と
を
得
て
、
因
縁
を
遠
離
せ
り
。
空
は
虚
空
に
等
し
と
知
る
。」（『
大
正
蔵
』

巻
一
八
、
九
中
）「
阿
字
門
、
一
切
諸
法
は
本
不
生
な
る
が
故
に
。（
中
略
）。
佉
字
門
、
一
切
諸
法
は
虚
空
に
等
し
く
不
可
得
な
る
が
故
に
。（
中

略
）。
囉
字
門
、
一
切
諸
法
は
一
切
諸
の
塵
染
を
離
れ
た
る
が
故
に
。（
中
略
）。
縛
字
門
、
一
切
諸
法
は
語
言
道
断
な
る
が
故
に
。（
中
略
）
訶

字
門
、
一
切
諸
法
は
因
不
可
得
な
る
が
故
に
。」（『
大
正
蔵
』
一
八
、
一
〇
中
）

（
11
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
三
一
上

（
11
）『
大
正
蔵
』
三
九
、
七
二
七
下

（
11
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
三
八
中
～
下

（
13
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
二
〇
中
～
二
一
上

（
11
）
木
村
秀
明
氏
は
、『
要
略
念
誦
経
』
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
「『
要
略
念
誦
経
』
は
『
大
日
経
』
供
養
法
が
偈
頌
と
し
て
い
る
部
分
の
ほ
と
ん
ど
を
、

散
文
で
分
か
り
や
す
く
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
ら
科
文
を
立
て
て
体
系
化
を
図
り
、
さ
ら
に
細
部
に
お
い
て
も
儀
軌
と
し
て
の
統
一
性
を

持
た
せ
よ
う
と
試
み
た
形
跡
が
随
所
に
み
ら
れ
、
多
少
発
展
し
た
形
態
を
備
え
て
お
り
、
そ
の
分
理
解
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ

ら
の
展
開
に
お
い
て
、漢
訳
資
料
か
ら
で
は
知
り
が
た
い
情
報
に
立
脚
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
も
し
仮
に
『
要
略
念
誦
経
』
が
梵
本
か
ら
の
翻
訳
で
は
な
く
、
中
国
に
お
い
て
成
立
し
た
文
献
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、『
大
日
経
』
供
養
法

の
原
典
の
情
報
に
精
通
し
、
そ
の
体
系
お
よ
び
儀
礼
構
造
を
よ
く
把
握
し
た
う
え
で
、
少
な
く
と
も
『
不
思
議
の
疏
』
や
現
代
の
我
々
よ
り
は

正
確
に
理
解
し
た
う
え
で
、
供
養
法
を
整
備
し
て
、『
要
略
念
誦
経
』
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
、
指
摘
し
て

い
る
。（
木
村
秀
明
「『
大
日
経
』
供
養
法
の
儀
礼
構
造
―

『
要
略
念
誦
経
』
と
の
対
照
に
お
い
て
―

」（『
仏
教
学
』
四
七
、
仏
教
思
想
学
会
、

二
〇
〇
五
、
五
一
頁
）
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（
15
）『
大
正
蔵
』
三
九
、
八
〇
四
下
～
八
〇
五
中

（
16
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
六
一
中

（
17
）『
大
正
蔵
』
三
九
、
八
〇
四
下
～
八
〇
五
中
。
な
お
、「
大
日
三
密
速
得
門
」
の
名
称
は
同
、
八
〇
三
下
に
見
ら
れ
る
。

（
18
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
五
二
中

（
19
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
六
一
中

（
31
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
五
二
中

（
31
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
六
一
中

（
31
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
五
二
中
～
下

（
33
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
六
一
中
～
下

（
31
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
五
二
下

（
35
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
六
一
下

（
36
）『
大
正
蔵
』
三
九
、
八
〇
五
中

（
37
）
百
光
遍
照
王
に
関
し
て
は
、
既
に
酒
井
真
典
氏
に
よ
っ
て
詳
細
な
研
究
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

酒
井
真
典
『
百
光
遍
照
王
の
解
明
』（
高
野
山
遍
照
光
院
歴
世
全
書
刊
行
会
、
一
九
六
七
）、
酒
井
真
典
「
ア
ン
（aṃ

）
字
観
」・「
弘
法
大
師
と

百
光
遍
照
王
」（『
酒
井
真
典
著
作
集
』
第
一
巻
、
法
蔵
館
、
一
九
八
三
）
参
照
。

（
38
）『
大
日
経
』
供
養
法
と
『
要
略
念
誦
経
』
と
の
記
述
の
相
違
に
関
し
て
は
、
小
野
塚
【
一
九
五
九
】、
那
須
【
一
九
八
三
】
に
詳
し
い
。
小
野
塚

氏
は
『
大
日
経
』
供
養
法
と
『
要
略
念
誦
経
』
と
の
記
述
の
相
違
の
傾
向
と
し
て
「
供
養
法
で
は
（
前
已
依
法
説
）
と
か
、（
如
前
所
開
示
）
と

か
（
已
於
前
品
中
説
）
と
し
て
真
言
を
略
し
た
形
式
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
供
養
法
で
略
し
て
い
る
真
言
を
念
誦
経
で
は
略
し
て

い
な
い
。
す
な
わ
ち
換
言
す
れ
ば
、
供
養
法
で
は
略
し
た
真
言
を
念
誦
経
で
は
い
ち
い
ち
加
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
し
な
が
ら
も

『
大
日
経
』
供
養
法
の
末
尾
の
文
（『
大
正
蔵
』
一
八
、
五
四
下
～
五
五
上
）
を
引
用
し
た
上
で
「
供
養
法
の
訳
者
善
無
畏
は
重
複
し
て
い
る
真

言
は
略
す
翻
訳
方
法
を
と
り
、『（
要
略
）
念
誦
経
』
の
訳
者
は
忠
実
に
梵
本
に
従
っ
て
訳
し
た
結
果
の
相
違
と
お
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、

こ
れ
と
て
も
訳
経
上
の
限
度
と
い
う
も
の
が
あ
ろ
う
。」
と
し
て
い
る
。（
小
野
塚
【
一
九
五
九
】
九
八
頁
～
九
九
頁
）
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（
39
）
川
﨑
【
二
〇
一
四
】
参
照
。

（
11
）
拙
論
【
二
〇
一
六
】「『
尊
勝
仏
頂
脩
瑜
伽
法
軌
儀
』「
尊
勝
真
言
持
誦
法
則
品
」
に
つ
い
て
」（『
智
山
学
報
』
七
九
、
二
〇
一
六
）
参
照
。

（
11
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
八
三
中

（
11
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
八
三
下
～
八
四
上

（
13
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
八
三
下

（
11
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
八
六
中

（
15
）
川
﨑
【
二
〇
一
四
】
は
「
満
足
句
の
真
言
は
、
真
言
中
に
「
勇
者
（vīra

）」
の
語
を
含
む
こ
と
か
ら
「
大
勤
勇
の
真
言
」
と
も
呼
ば
れ
る
。『
大

日
経
』
に
よ
れ
ば
、
勇
者
と
は
大
日
如
来
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
四
魔
を
降
伏
し
て
現
等
覚
を
果
た
し
た
瞬
間
の
釈
尊
の
こ
と
で
も
あ
り
、
両

者
は
同
体
と
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
真
言
と
五
字
厳
身
観
が
一
具
と
し
て
説
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
摂
大
儀
軌
』
で
は
、
五
字
厳
身
観
が

胎
蔵
大
日
如
来
を
成
就
す
る
た
め
の
瑜
伽
観
法
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
川
﨑
【
二
〇
一
四
】
参
照
。

（
16
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
九
一
中
～
九
三
上

（
17
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
九
一
中
～
下

（
18
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
九
一
下
～
九
二
上

（
19
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
九
二
上
～
中

（
51
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
九
二
中
～
九
三
上

（
51
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
一
一
上
～
中

（
51
）『
大
正
蔵
』
三
九
、
六
六
六
中

（
53
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
一
九
上
（
八
田
幸
雄
『
真
言
事
典
』（
平
河
出
版
社
、
一
九
八
五
）
事
典
番
号
、
四
二
五
）

（
51
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
四
八
中
（
八
田
幸
雄
『
真
言
事
典
』
事
典
番
号
、
四
二
五
）

（
55
）
八
田
幸
雄
『
真
言
事
典
』
事
典
番
号
、
一
七
一
一

（
56
）『
大
正
蔵
』
一
八
、
九
二
下

（
57
）
こ
の
観
法
は
『
大
日
経
疏
』「
秘
密
漫
荼
羅
品）

57
（

」（『
大
正
蔵
』
三
九
、
七
二
七
下
）
に
と
か
れ
、
そ
れ
を
修
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、「
所
以
は
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何
と
な
れ
ば
、
一
切
の
世
界
は
皆
是
れ
五
輪
に
依
持
せ
ら
る
る
を
以
て
な
り
。
世
界
を
成
ず
る
時
は
、
先
づ
空
中
よ
り
風
を
起
こ
す
、
風
の
上

に
火
を
起
こ
し
、
水
の
上
に
地
を
起
こ
す
、
即
ち
是
れ
漫
荼
羅
の
安
立
の
次
第
な
り）

57
（

。
壊
す
る
時
は
、
地
輪
先
づ
壊
し
て
、
乃
至
但
し
空
の
み

在
る
こ
と
有
り
、
即
ち
是
れ
師
の
自
加
持
の
次
第
な
り
。」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

（
58
）
小
崎
【
二
〇
一
六
】
で
は
、『
広
大
儀
軌
』
と
『
尊
勝
儀
軌
』・『
慈
氏
儀
軌
』
所
説
の
五
字
厳
身
観
を
中
心
と
す
る
行
法
が
密
接
に
関
係
し
て
い

る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
善
無
畏
、『
広
大
儀
軌
』、
五
字
厳
身
観


